
 

 

 

 

 

・若年性認知症とは 
  ６５歳未満で発症した認知症（アルツハイマー型、脳血管性、前頭側頭型、レビー小体型等）

のことで、現役で仕事をしていたり、主婦だったり、子育てや親の介護をしていたり・・・ 

  全国では、３万 5,700 人
 ＊

いるといわれています。 

「若年性認知症」と診断され、治療が始まっても、本人だけではなく、家族も不安や焦りが

大きくなりがちです。相談先に話してみませんか？  

 

                   ＊令和 2 年 3 月厚生労働省の研究班の調査結果より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

「若年性認知症」と診断され、一定の精神障がいの状態にあることが認定されると、「精神

障害者保健福祉手帳」を取得できます。脳血管性認知症やレビー小体型認知症など身体症状が

ある場合は「身体障害者手帳」に該当する場合があります。これらの手帳があれば、企業の障

害者雇用枠として働き続けることが可能となる場合があります。 

 

 いったん退職してしまうと再就職するのは難しい場合が多いので、できれば今の職場で続け

て働けるとよいでしょう。上司や、人事担当者、産業医等と話し合い、職場の理解を得られる

ように相談しましょう。仕事の内容によりますが、配置転換をしてもらったり、障がい者雇用

の枠に入るという方法もあります。 

 いずれにしても早期診断がポイントで、軽度であれば仕事を続けられる可能性があります。 

 

           若年性認知症ハンドブック（厚生労働省老人保健健康増進等事業）から抜粋 
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７ 若年性認知症の方へのご案内 

 

 

NPO法人北海道若年認知症の人と家族の会 

（北海道ひまわりの会） 
 

 相談時間：毎週火・水・木曜日（祝日・年末年始を除く）１０：００～１５：００ 

℡ ０１１-２０５-０８０４ 

         ０９０-８２７０-２０１０ 

 

若年性認知症コールセンター 
 

 相談時間：月～土（祝日・年末年始を除く）１０：００～１５：００ 

      水曜日１０：００～１９：００ 

℡ ０８００-１００-２７０７（フリーコール・無料） 

 




